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降雪・積雪地域へ移動される方へ

錆びたケーブルチェーンが
走行中に破損し立ち往生

必ず冬用タイヤを
装着してください

すべり止めの措置を行っていない場合、
処罰 の対象となります
罰 金 ： ５０，０００円以下

反則金 ： 大型車/７，０００円、 普通車・二輪車/６，０００円、 原付/５，０００円

新潟県では、積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路においてはすべり止めの措置を講ずることが新潟県道路交通法施行細則により定め

られています。 その措置を行っていない場合、道路交通法違反となり、処罰の対象となりますのでご注意ください。

雪みち装備は万全に。

冬用タイヤへの交換はもちろ

ん、タイヤの溝、チェーンの

不具合も確認お願いします。
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